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企
業
型
Ｄ
Ｃ
っ
て
何
で

す
か
？

入
社
時
に
説
明
を
受
け
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
が
、
あ
ま
り
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
国
民

年
金（
基
礎
年
金
）や
厚
生
年
金
と
は
、
何
が

違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　
企
業
が
公
的
年
金
に
上
乗

せ
し
て
実
施
す
る
企
業
年

金
の
一
つ
で
あ
り
、
従
業

員
の
老
後
の
所
得
を
充
実
さ
せ
る
た
め

に
、
企
業
が
任
意
で
、
労
使
合
意
の
う

え
で
実
施
す
る
制
度
で
す
。

年
金
制
度
は
３
階
建
て
で
、
国
民
年
金
が

１
階
、
厚
生
年
金
が
２
階
、
そ
の
上
の
３
階

が
企
業
年
金
で
す（
図
表
１
）。

企
業
年
金
は
、「
企
業
型
Ｄ
Ｃ
」「
確
定
給

付
企
業
年
金（
Ｄ
Ｂ
）」等
に
分
類
さ
れ
、
そ

の
な
か
で
、
企
業
が
拠
出
す
る
掛
金
の
額
が

あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る「
確
定
拠
出
型
」

の
も
の
を
企
業
型
Ｄ
Ｃ
と
い
い
ま
す
。

　
企
業
型
Ｄ
Ｃ
に
は
、
ど
ん
な

特
徴
が
あ
る
の
で
す
か
？

こ
の
制
度
に
つ
い
て
、
詳
し
く
教
え
て
く

だ
さ
い
。

　
企
業
が
拠
出
し
た
掛
金

を
、
従
業
員
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
で
運
用
し
、
掛
金
と

そ
の
運
用
益
を
も
と
に
給
付
を
受
け
取

る
制
度
で
す
。

企
業
型
Ｄ
Ｃ
で
は
、
従
業
員
個
人
が
選
ん

だ
商
品
で
掛
金
を
運
用
し
ま
す（
図
表
２
）。

運
用
す
る
商
品
は
、「
運
営
管
理
機
関（
金

融
機
関
な
ど
）」が
、
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
て
選
定
し
ま
す
。
預
金
や
投
資
信
託
等

複
数
の
商
品
を
組
み
合
わ
せ
て
運
用
す
る
こ

と
も
、
運
用
す
る
商
品
を
途
中
で
変
更
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

企
業
が
拠
出
す
る
掛
金
額
は
決
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
従
業
員
自
ら
が
掛
金
を
運
用
す
る

の
で
、
給
付
額
は
運
用
成
績
に
よ
っ
て
変
動

し
ま
す
。

運
用
益
は
非
課
税
で
、
給
付
を
受
け
る
際

は
、
年
金
と
し
て
受
け
取
る
分
に
は
公
的
年

金
等
控
除
を
、
一
時
金
と
し
て
受
け
取
る
分

に
は
退
職
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

た
だ
し
、
運
用
成
績
は
自
己
責
任
に
な
る

こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
積
み
立
て
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
原

則
60
歳
に
な
る
ま
で
引
き
出
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

A1

A2

Q1Q2

今の私に
できること

新入社員の田中さん

田中さんのもとに会社から「企業型DC（確定拠出年
金）の商品紹介」の案内が届きました。企業型DCの
内容がどういうものかよくわからず、首をかしげて
います。

今月のテーマ

企業型DC
（私的年金）

皆さんは社会人になったとき、転職するとき、結婚や
出産を迎えたときなど、さまざまなタイミングで年金
について考えるかと思います。このコーナーでは、年
金の仕組みや増やし方など役立つ情報を紹介し、質問
者の年金に対する不安や疑問を解消していきます。

第 7回

イラスト/坂木浩子

(C) 2018 日本医療企画.
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田
中
さ
ん
の
よ
う
に
、
企
業
に
入
っ
て
か

ら
初
め
て
資
産
運
用
を
す
る
人
も
い
ま
す
。

企
業
型
Ｄ
Ｃ
や
投
資
な
ど
に
つ
い
て
の
疑
問

を
一
つ
ず
つ
解
消
し
、
自
分
に
合
っ
た
運
用

を
行
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
自
分
で
資
産
運
用
を
す
る

こ
と
に
不
安
が
あ
る
の
で

す
が
…
…
。

こ
れ
ま
で
資
産
運
用
を
し
た
こ
と
が
な
い

た
め
、
方
法
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
大
丈

夫
で
し
ょ
う
か
。

　
企
業
が
従
業
員
に
対
し

て
、
資
産
運
用
に
関
す
る

教
育
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

企
業
が
、
従
業
員
に
資
産
運
用
に
関
す
る

教
育（
投
資
教
育
）を
加
入
時
に
実
施
す
る
こ

と
は
、
法
律
に
よ
り
努
力
義
務
と
な
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
今
年
５
月
か
ら
は
、
加
入

後
も
継
続
的
に
投
資
教
育
を
実
施
す
る
こ
と

も
努
力
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

投
資
教
育
で
は
、
Ｄ
Ｃ
制
度
な
ど
の
具
体

的
な
内
容
、
金
融
商
品
の
仕
組
み
と
特
徴
、

資
産
運
用
の
基
礎
知
識
な
ど
を
学
べ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

会
社
か
ら
の
説
明
だ
け
で
は
、
わ
か
ら
な

か
っ
た
点
や
質
問
し
づ
ら
い
点
に
つ
い
て

は
、
運
営
管
理
機
関
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
や

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
問
い
合
わ
せ
や
、
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

自
身
の
Ｄ
Ｃ
資
産
額
や
運
用
状
況
は
、
年

に
１
回
、
運
営
管
理
機
関
か
ら
お
知
ら
せ
が

届
き
ま
す
し
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
や
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
い
つ
で
も
確
認
で
き
ま
す
。
自
身

の
運
用
状
況
等
を
確
認
し
な
が
ら
、
投
資
教

育
や
運
営
管
理
機
関
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る

こ
と
で
、
資
産
運
用
が
不
安
な
方
で
も
自
分

に
合
っ
た
運
用
が
可
能
で
す
。

企
業
年
金
に
は
、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
ほ

か
に
、
確
定
給
付
企
業
年
金（
Ｄ
Ｂ
）も

あ
り
ま
す
。

Ｄ
Ｂ
で
は
、
給
付
額
の
算
定
方
法
が

あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
お
り
、
掛
金
の

額
は
、
給
付
を
賄
う
よ
う
計
算
し
て
決

ま
り
ま
す
。事
業
主
が
掛
金
を
拠
出
し
、

資
産
の
運
用
は
企
業
が
行
い
ま
す
。

A3 Q3

制度の概要 拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額
が決定される制度

掛金負担 事業主負担（労使合意のうえで、加入者も事業主負担を超えずかつ拠出限度額の範囲内で拠
出可能）

給付 【開始時】 60歳以上65歳以下（加入期間によって異なる）
【給付形態】 老齢年金または老齢一時金（併用も可能）

税制

拠出時 【加入者が掛金を拠出する場合】
全額、所得控除（小規模企業共済等掛金控除）※拠出限度額あり

運用時 運用益は非課税

給付時 【老齢年金で受け取る場合】 雑所得課税（公的年金等控除）
【老齢一時金で受け取る場合】 退職所得課税（退職時のみ）または一時所得課税

参
考
：
確
定
給
付
企
業
年
金
に
つ
い
て

iDeCo（イデコ：個人型確定拠出年金）

［ 第1号被保険者 ］ ［ 第3号被保険者 ］［ 第2号被保険者 ］

iDeCo

国民
年金基金

国民年金（基礎年金）国民年金（基礎年金）

厚生年金

退職等
年金給付

そもそも企業年金が何なのか
わかっていませんでした。
これを機に、自分に合った運用
商品をきちんと選びたいと思
います。

図表1　年金制度の仕組み

図表2　企業型確定拠出年金（DC）の概要

企業年金 厚生年金 
基金

（代行部分）

確定給付 
企業年金
（ＤＢ）

確定拠出 
年金

（企業型ＤC）

(C) 2018 日本医療企画.




